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山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

八
条
第
九
号
中
「
、
決
定
又
は
弁
明
」
を
「
又
は
決
定
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
七
号
中
「
及
び
異
議
申
立
て
」
を
削
る
。

別
表
第
二
の
⚗
の
項
中「

行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年

法
律
第
160号

」

を「
行
政
不
服
審
査
法

（
平
成
26年

法
律
第
68号

」

に
改
め
、
同
項
の
⑴
及
び
⑵
を
削
り
、
同
項
の
⑶
中「

第
34条

第
⚒
項
」

を「
第
25条

第
⚒
項
」

に
改
め
、
同
項
の
⑶
を
同
項
の
⑴
と
し
、
同
項
の
⑷
中「

第
35条

」

を「
第
26

条
」

に
改
め
、
同
項
中
⑷
を
⑵
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶
弁
明
書
の
提
出

（
法
第
29条

第
２

項
）

審
査
庁
が
知
事
以
外
で
あ
る
審
査
請

求
（
所
長
が
決
裁
権
者
と
定
め
ら
れ

て
い
る
処
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

係
る
も
の

○

審
査
庁
が
知
事
で
あ
る
審
査
請
求

（
所
長
が
決
裁
権
者
と
定
め
ら
れ
て

い
る
処
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
も
の

○

所
長
が
決
裁
権
者
と
定
め
ら
れ
て
い

る
処
分
に
係
る
審
査
請
求
に
係
る
も

の

○

全
て
の
出

先
機
関

⑷
処
分
の
理
由
と
な

つ
た
事
実
を
証
す
る

書
類
等
の
提
出
（
法

第
32条
第
２
項
）

審
査
庁
が
知
事
以
外
で
あ
る
審
査
請

求
に
係
る
も
の

○

審
査
庁
が
知
事
で
あ
る
審
査
請
求
に

係
る
も
の

○

所
長
が
決
裁
権
者
と
定
め
ら
れ
て
い

る
処
分
に
係
る
審
査
請
求
に
係
る
も

の

○

全
て
の
出

先
機
関

別
表
第
二
の
⚗
の
項
の
⑸
中「

第
40条

、
第
51条

」

を「
第
45条

－
第
47条

、
第
49条

、
第
58条

、
第
59条

第
⚑
項
、
第
⚒
項
、
第
64条

、
第
65条

」

に
改
め
、
同
項
の
⑹
を
削
り
、
同
項
の
⑺
中
「⑹

」

を
「⑸
」
と
し
、
同
項
の
⑺
を
同
項
の
⑹
と
す
る
。

別
表
第
三
の
⚑
の
表
人
事
課
の
部
⚕
の
項
の
⑺
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑺
等
級
別
職
務
区
分
表
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
協

議
及
び
職
務
の
等
級
の
指
定
等
が
必
要
な
旨
の
申
出

（
等
級
別
基
準
職
務
表
に
掲
げ
る
職
務
と
同
程
度
の
職

務
に
関
す
る
規
則
（
平
成
28年
山
口
県
人
事
委
員
会
規

則
第
23号
）
第
２
条
第
２
項
、
第
３
条
）

○

一

平成28年４月１日 金曜日 山 口 県 報 （号 外−28）














目

次
















別
表
第
三
の
⚑
の
表
人
事
課
の
部
⚗
の
項
の
⑴
中
「職

務
の
級

」
を
「職

務
の
等
級

」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
⚒
の
表
情
報
企
画
課
の
部
中
⚔
の
項
を
⚕
の
項
と
し
、
⚓
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

４
放
送
法
（
昭
和
25年

法
律
第
132号

。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
事
業
者
に
対
す
る

業
務
停
止
命
令
を
行
う
旨
の
国
土
交
通
大
臣
へ
の
事
前

通
知
（
法
第
145条

第
３
項
）

○

⑵
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
事
業
者
に
対
す
る

業
務
停
止
命
令
（
法
第
174条

）

○

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
⚒
の
表
国
際
課
の
部
か
ら
県
史
編
さ
ん
室
の
部
ま
で
を
削
る
。

別
表
第
三
の
⚔
の
表
県
民
生
活
課
の
部
中
⚑
の
項
か
ら
11
の
項
ま
で
を
削
り
、
12
の
項
を
⚑
の
項
と

し
、
13
の
項
を
⚒
の
項
と
し
、
同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

消費生活センター

１
消
費
者
行
政
の
推
進

及
び
調
整
に
関
す
る
事

務

⑴
消
費
者
行
政
の
基
本
的
施
策
の
策
定

○

⑵
消
費
者
行
政
の
推
進
及
び
調
整

○

２
物
価
行
政
の
推
進
及

び
調
整
に
関
す
る
事
務
⑴
物
価
に
関
す
る
基
本
的
施
策
の
策
定

○

⑵
物
価
に
関
す
る
施
策
及
び
計
画
の
総
合
調
整

○

３
不
当
景
品
類
及
び
不

当
表
示
防
止
法
（
昭
和

37年
法
律
第
134号

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
行
為
の
差
止
め
等
の
措
置
命
令
（
法
第
７
条
）

○

⑵
⑴
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

○

４
国
民
生
活
安
定
緊
急

措
置
法
（
昭
和
48年
法

律
第
121号

。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑴
表
示
の
指
示
に
従
わ
な
い
旨
の
公
表
（
法
第
６
条
第

３
項
）

○
⑵
標
準
価
格
に
関
す
る
指
示
等
（
法
第
７
条
）

○

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

○

５
生
活
関
連
物
資
等
の

買
占
め
及
び
売
惜
し
み

に
対
す
る
緊
急
措
置
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
48

年
法
律
第
48号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
売
渡
し
に
関
す
る
指
示
、
命
令
及
び
裁
定
（
法
第
４

条
第
１
項
、
第
２
項
、
第
４
項
）

○

⑵
⑴
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

○

６
消
費
生
活
の
安
定
及

び
向
上
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
55年
山
口
県
条

⑴
安
全
の
確
保
に
関
す
る
勧
告
等
（
条
例
第
５
条
）

○

二
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…



例
第
1号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
条
例
」
⑵
危
害
の
防
止
に
関
す
る
情
報
の
公
表
（
条
例
第
５
条

の
２
）

○

消費生活センター

と
い
う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑶
県
基
準
の
設
定
等
（
条
例
第
11条
）

○

⑷
不
当
な
取
引
方
法
の
是
正
に
関
す
る
勧
告
等
（
条
例

第
11条
の
２
第
３
項
、
第
４
項
）

○

⑸
不
当
な
取
引
方
法
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
（
条
例

第
11条
の
４
）

○

⑹
訴
訟
の
援
助
（
条
例
第
14条
）

○

⑺
物
資
の
指
定
等
（
条
例
第
15条
）

○

⑻
不
適
正
な
事
業
行
為
の
是
正
に
関
す
る
勧
告
等
（
条

例
第
17条
）

○

⑼
知
事
に
対
す
る
申
出
の
内
容
等
の
公
表
（
条
例
第
19

条
の
３
第
３
項
）

○

⑽
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
条
例
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

○

７
割
賦
販
売
法
（
昭
和

36年
法
律
第
159号

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
に
対
す
る
改
善
命
令

（
法
第
35条
の
３
の
21第
１
項
）

○

⑵
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
に
対
す
る
業
務
停
止

命
令
等
（
法
第
35条
の
３
の
32第
２
項
）

○

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

○

８
特
定
商
取
引
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
51年
法

律
第
57号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務

⑴
販
売
業
者
、
役
務
提
供
事
業
者
等
に
対
す
る
指
示

（
法
第
７
条
、
第
14条

、
第
22条

、
第
38条

、
第
46

条
、
第
56条
、
第
58条
の
12）

○

⑵
特
定
商
取
引
に
関
す
る
業
務
の
停
止
命
令
等
（
法
第

８
条
、
第
15条
、
第
23条
、
第
39条
、
第
47条
、
第
57

条
、
第
58条
の
13）

○

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

○

９
ゴ
ル
フ
場
等
に
係
る

会
員
契
約
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
（
平
成
４

年
法
律
第
53号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
指
示
（
法
第
10条
）

○

⑵
業
務
の
停
止
命
令
等
（
法
第
11条
）

○

⑶
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
（
法
第
17条
第
１
項
）

○

10
消
費
生
活
協
同
組
合

法
（
昭
和
23年
法
律
第

200号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務

⑴
一
時
役
員
の
選
任
（
法
第
30条
の
２
第
２
項
）

○

⑵
組
合
の
設
立
の
認
可
（
法
第
58条
）

○

⑶
組
合
の
合
併
の
認
可
（
法
第
69条
第
１
項
）

○

二
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消費生活センター

⑷
措
置
命
令
、
事
業
の
停
止
命
令
又
は
解
散
命
令
（
法

第
95条
）

○

⑸
議
決
又
は
選
挙
若
し
く
は
当
選
の
取
消
し
（
法
第
96

条
第
１
項
）

○

⑹
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

○

11
消
費
者
安
全
法
（
平

成
21年
法
律
第
50号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
調
査
等
（
法
第
45条

第
１

項
）

○

12
消
費
生
活
に
関
す
る

知
識
の
普
及
及
び
情
報

の
提
供
に
関
す
る
事
務

⑴
消
費
生
活
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
情
報
の
提
供

○

13
消
費
生
活
に
関
す
る

相
談
及
び
苦
情
の
処
理

に
関
す
る
事
務

⑴
消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
及
び
苦
情
の
処
理

○

14
消
費
生
活
に
係
る
商

品
の
試
験
及
び
検
査
に

関
す
る
事
務

⑴
消
費
生
活
に
係
る
商
品
の
試
験
及
び
検
査

○

別
表
第
三
の
⚔
の
表
生
活
衛
生
課
の
部
中
21
の
項
を
22
の
項
と
し
、
12
の
項
か
ら
20
の
項
ま
で
を
一

項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
11
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

12
健
康
増
進
法
（
平
成

14年
法
律
第
103号

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
（
法
第
32条
第
１
項
）

そ
の
他
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
⚔
の
表
自
然
保
護
課
の
部
⚕
の
項
中
「鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律

」
を
「鳥

獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
項
の
⑴
中

「鳥
獣
保
護
事
業
計
画

」
を
「鳥
獣
保
護
管
理
事
業
計
画

」
に
改
め
、
同
項
の
⑵
中
「特

定
鳥
獣
保
護

管
理
計
画

」
を
「第

一
種
特
定
鳥
獣
保
護
計
画

」
に
改
め
、
同
項
の
⚦
中
「⒇

」
を
「⚧

」
に
改
め
、

同
項
中
⚦
を
⚨
と
し
、
⑿
か
ら
⒇
ま
で
を
⒁
か
ら
⚧
ま
で
と
し
、
同
項
の
⑾
中
「銃

猟
禁
止
区
域
又
は

銃
猟
制
限
区
域

」
を
「特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
又
は
特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域

」
に
改
め
、
同
項
中

⑾
を
⒀
と
し
、
⑺
か
ら
⑽
ま
で
を
⑼
か
ら
⑿
ま
で
と
し
、
⑼
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑻
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
認
定
（
法
第
18条
の
２
）

○

別
表
第
三
の
⚔
の
表
自
然
保
護
課
の
部
⚕
の
項
中
⑹
を
削
り
、
⑸
を
⑺
と
し
、
⑺
の
前
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⑹
実
施
計
画
の
策
定
（
法
第
14条
の
２
第
１
項
）

○

別
表
第
三
の
⚔
の
表
自
然
保
護
課
の
部
⚕
の
項
の
⑷
を
同
項
の
⑸
と
し
、
同
項
の
⑶
中
「鳥

獣
以
外

の
鳥
獣

」
を
「目

的
以
外
の
目
的

」
に
、
「定

め
る
鳥
獣
に

」
を
「定

め
る
目
的
に

」
に
改
め
、
同
項

中
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
の
策
定
（
法
第
７
条
の

２
第
１
項
）

○

別
表
第
三
の
⚕
の
表
厚
政
課
の
部
⚕
の
項
中
⑷
を
削
り
、
⑸
を
⑷
と
し
、
⑹
を
⑸
と
し
、
⑺
を
削

り
、
⑻
を
⑹
と
し
、
⑼
を
⑺
と
し
、
⑽
を
⑻
と
し
、
同
項
の
⑾
中
「⑽

」
を
「⑻

」
に
改
め
、
同
項
の

⑾
を
同
項
の
⑼
と
し
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四
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15
社
会
福
祉
士
及
び
介

護
福
祉
士
法
（
昭
和
62

年
法
律
第
30号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
養
成
施
設
の
指
定
（
法
第
７
条
第
２
号
、
第
３
号
、

第
39条
第
１
号
－
第
３
号
）

○

⑵
指
定
養
成
施
設
の
指
定
の
取
消
し
（
社
会
福
祉
士
及

び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
（
昭
和
62年
政
令
第
402号

）
第
７
条
）

○

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
⚕
の
表
健
康
増
進
課
の
部
⚑
の
項
の
⑶
及
び
⑷
を
削
り
、
同
項
の
⑸
中
「⑴

か
ら
⑷
ま

で

」
を
「⑴

及
び
⑵

」
に
改
め
、
同
項
の
⑸
を
同
項
の
⑶
と
し
、
同
部
⚙
の
項
中
⑵
及
び
⑶
を
削
り
、

⑷
を
⑵
と
し
、
⑸
か
ら
⑿
ま
で
を
⑶
か
ら
⑽
ま
で
と
し
、
同
項
の
⒀
中
「⑿

」
を
「⑽

」
に
改
め
、
同

項
の
⒀
を
同
項
の
⑾
と
す
る
。

別
表
第
三
の
⚕
の
表
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
室
の
部
を
削
る
。

別
表
第
三
の
⚖
の
表
商
政
課
の
部
21
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

21
計
量
法
（
平
成
４
年

法
律
第
51号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑴
定
期
検
査
機
関
の
指
定
（
法
第
20条
第
１
項
）

○

⑵
指
定
定
期
検
査
機
関
の
指
定
の
更
新
（
法
第
28条
の

２
第
１
項
）

○

山
口
県
計

量
検
定
所

⑶
解
任
命
令
（
法
第
35条
）

○

⑷
指
定
定
期
検
査
機
関
の
指
定
の
取
消
し
等
（
法
第
38

条
）

○

⑸
計
量
証
明
検
査
機
関
の
指
定
（
法
第
117条

第
１
項
）

○

⑹
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
の
指
定
の
更
新
（
法
第

121条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
28条
の
２
第

１
項
）

○

山
口
県
計

量
検
定
所

⑺
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
の
指
定
の
取
消
し
等
（
法

第
121条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
38条
）

○

⑻
公
示
（
法
第
159条

第
２
項
）

○

⑼
意
見
の
聴
取
（
法
第
164条

第
１
項
）

○

別
表
第
三
の
⚖
の
表
観
光
振
興
課
の
部
及
び
交
通
政
策
課
の
部
を
削
る
。

別
表
第
三
の
⚙
の
表
を
別
表
第
三
の
10
の
表
と
し
、
別
表
第
三
の
⚘
の
表
都
市
計
画
課
の
部
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

全国都市緑化フェア推進

１
全
国
都
市
緑
化
フ
ェ

ア
の
開
催
の
準
備
に
関

す
る
事
務

⑴
全
国
都
市
緑
化
フ
ェ

ア
の
開
催
の
準
備

室
長
が
特
に
重
要
と
認
め
る

も
の

○

五
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室
長
が
特
に
重
要
と
認
め
る

も
の
以
外
の
も
の

○

別
表
第
三
の
⚘
の
表
建
築
指
導
課
の
部
１
の
項
の
⑺
中
「の

承
認

」
を
「に

係
る
認
定

」
に
改
め
、

同
項
の
⒂
中
「の

承
認
（
法
第
18条

第
22項

第
⚑
号

」
を
「に

係
る
認
定
（
法
第
18条

第
24項

第
⚑

号

」
に
改
め
、
同
項
の
⒃
中
「第

18条
第
23項

」
を
「第

18条
第
25項

」
に
改
め
、
同
項
の
⛌
中

「⛋

」
を
「⛌
」
に
改
め
、
同
項
の
⛌
を
同
項
の
⛍
と
し
、
同
項
の
⛋
中
「⚖

」
を
「⚓

」
に
改
め
、

同
項
中
⛋
を
⛌
と
し
、
⛂
か
ら
⛊
ま
で
を
⛃
か
ら
⛋
ま
で
と
し
、
同
項
の
⛁
中
「第

77条
の
35の

14第
⚑
項

」
を
「第

77条
の
35の

19第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⛁
を
⛂
と
し
、
⚺
か
ら
⛀
ま
で
を
⚻
か
ら

⛁
ま
で
と
し
、
同
項
の
⚹
中
「第

67条
の
⚒
第
⚓
項
第
⚒
号

」
を
「第

67条
の
⚓
第
⚓
項
第
⚒
号

」
に

改
め
、
同
項
中
⚹
を
⚺
と
し
、
⚸
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⚹
特
定
用
途
誘
導
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
高
さ
の

限
度
を
超
え
る
も
の
の
許
可
（
法
第
60条

の
３
第
１

項
）

○

別
表
第
三
の
⚘
の
表
建
築
指
導
課
の
部
10
の
項
の
⑵
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑵
建
築
主
事
へ
の
通
知

（
法
第
54条
第
３
項
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱
う
建

築
物
に
係
る
も
の

○

出
先
機
関
に
お
い
て
取
り
扱

う
建
築
物
に
係
る
も
の

○

土
木
事
務

所

別
表
第
三
の
⚘
の
表
建
築
指
導
課
の
部
中
15
の
項
を
16
の
項
と
し
、
11
の
項
か
ら
14
の
項
ま
で
を
一

項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
10
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

に
関
す
る
法
律
（
平
成

27年
法
律
第
53号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
計
画
の
認
定
（
法
第

30条
第
１
項
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱
う
建

築
物
に
係
る
も
の

○

出
先
機
関
に
お
い
て
取
り
扱

う
建
築
物
に
係
る
も
の

○

土
木
事
務

所

⑵
建
築
主
事
へ
の
通
知

（
法
第
30条
第
３
項
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱
う
建

築
物
に
係
る
も
の

○

出
先
機
関
に
お
い
て
取
り
扱

う
建
築
物
に
係
る
も
の

○

土
木
事
務

所

⑶
計
画
の
変
更
の
認
定

（
法
第
31条
第
１
項
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱
う
建

築
物
に
係
る
も
の

○

出
先
機
関
に
お
い
て
取
り
扱

う
建
築
物
に
係
る
も
の

○

土
木
事
務

所

⑷
報
告
の
徴
収
（
法
第

32条
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱
う
建

築
物
に
係
る
も
の

○

六
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出
先
機
関
に
お
い
て
取
り
扱

う
建
築
物
に
係
る
も
の

○

土
木
事
務

所

⑸
改
善
命
令
（
法
第
33条
）

○

⑹
計
画
の
認
定
の
取
消
し
（
法
第
34条
）

○

⑺
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る

認
定
（
法
第
36条
第
２

項
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱
う
建

築
物
に
係
る
も
の

○

出
先
機
関
に
お
い
て
取
り
扱

う
建
築
物
に
係
る
も
の

○

土
木
事
務

所

⑻
基
準
適
合
認
定
建
築
物
に
係
る
認
定
の
取
消
し
（
法

第
37条
）

○

⑼
報
告
の
徴
収
、
立
入

検
査
等
（
法
第
38条
）

本
庁
に
お
い
て
取
り
扱
う
建

築
物
に
係
る
も
の

○

出
先
機
関
に
お
い
て
取
り
扱

う
建
築
物
に
係
る
も
の

○

土
木
事
務

所

⑽
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
⚘
の
表
を
別
表
第
三
の
⚙
の
表
と
す
る
。

別
表
第
三
の
⚗
の
表
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
の
部
17
の
項
中
「農

林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質

表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（

」
を
「農

林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
25年

法
律
第

175号
。

」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
⚗
の
表
農
業
振
興
課
の
部
中
18
の
項
を
19
の
項
と
し
、
⚖
の
項
か
ら
17
の
項
ま
で
を
一

項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
⚕
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
農
産
物
検
査
法
（
昭

和
26年
法
律
第
144号

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
不
正
受
検
に
対
す
る
処
置
（
法
第
16条
）

○

⑵
適
合
命
令
（
法
第
22条
）

○

⑶
改
善
命
令
（
法
第
23条
）

○

⑷
登
録
の
取
消
し
等
（
法
第
24条
第
１
項
－
第
４
項
）

○

⑸
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
⚗
の
表
を
別
表
第
三
の
⚘
の
表
と
し
、
別
表
第
三
の
⚖
の
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え

る
。

七
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⚗
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
に
お
い
て
所
掌
さ
れ
る
事
務
の
決
裁
権
者

課
・

室

事
務

決
裁
権
者

出
先
機
関

種
類

事
項

知事

副知事

部長

部次長

課長等

所長

観光政策課

１
観
光
の
振
興
に
関
す

る
事
務

⑴
観
光
の
振
興
に
関
す
る
基
本
計
画
の
策
定

○

⑵
観
光
の
振
興
に
関
す
る
総
合
調
整

○

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
観
光
の
振
興
に
関

す
る
こ
と
。

○

２
旅
行
業
法
（
昭
和
27

年
法
律
第
239号

。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
国
内
旅
行
業
者
の
登
録
の
拒
否
（
法
第
６
条
）

○

⑵
旅
行
業
約
款
の
認
可
（
法
第
12条
の
２
第
１
項
）

○

⑶
業
務
改
善
命
令
（
法
第
18条
の
３
）

○

⑷
登
録
の
取
消
し
等
（
法
第
19条
）

○

⑸
意
見
の
聴
取
（
法
第
23条
第
１
項
）

○

⑹
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。

○

３
通
訳
案
内
士
法
（
昭

和
24年
法
律
第
210号

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
通
訳
案
内
士
に
対
す
る
懲
戒
の
処
分
（
法
第
33条
第

１
項
）

○

⑵
⑴
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

○

４
国
際
観
光
ホ
テ
ル
整

備
法
（
昭
和
24年
法
律

第
279号

。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務

⑴
施
設
の
維
持
に
係
る
指
示
（
法
第
12条
第
２
項
）

○

⑵
遵
守
事
項
に
係
る
指
示
（
法
第
13条
第
２
項
）

○

⑶
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
（
法
第
44条
第
１
項
、

第
３
項
）

○
観光プロジェクト推進室

１
物
産
の
振
興
に
関
す

る
事
務

⑴
物
産
展
等
へ
の
参
加
基
本
計
画
の
作
成

○

⑵
⑴
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
物
産
の
振
興
に
関
す
る
こ

と
。

○

２
伝
統
的
工
芸
品
産
業

の
振
興
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
49年
法
律
第
57

号
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務

⑴
伝
統
的
工
芸
品
の
指
定
申
出
書
の
送
付
（
法
第
２
条

第
３
項
）

○

⑵
振
興
計
画
に
係
る
認
定
申
請
書
の
送
付
（
法
第
４
条

第
２
項
）

○

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

○

１
総
合
的
な
交
通
運
輸

に
係
る
施
策
の
企
画
及
⑴
総
合
的
な
交
通
運
輸
に
関
す
る
基
本
的
施
策
の
決
定

○

八

山 口 県 報平成28年４月１日 金曜日 （号 外−28）

……………………………………

交通政策課



交通政策課

び
総
合
調
整
に
関
す
る

事
務

⑵
総
合
的
な
交
通
運
輸

に
係
る
施
策
の
企
画
、

推
進
及
び
調
整

課
長
が
特
に
重
要
と
認
め
る

も
の

○

課
長
が
特
に
重
要
と
認
め
る

も
の
以
外
の
も
の

○

２
離
島
航
路
の
整
備
に

関
す
る
事
務

⑴
離
島
航
路
対
策
の
基
本
方
針
の
策
定

○

⑵
補
助
航
路
の
決
定
に
係
る
推
薦
及
び
県
の
指
定
航
路

の
指
定

○

３
自
動
車
運
転
代
行
業

の
業
務
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
（
平
成
13年

法
律
第
57号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑴
自
動
車
運
転
代
行
業
者
に
対
す
る
指
示
等
（
法
第
22

条
第
２
項
）

○

⑵
⑴
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

○

国際課

１
国
際
交
流
の
推
進
に

関
す
る
事
務

⑴
海
外
の
国
又
は
地
域
と
の
交
流
に
関
す
る
協
定
等
の

締
結

○

⑵
⑴
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
国
際
交
流
の
推
進
に
関
す

る
こ
と
。

○

旅券センター

１
旅
券
法
（
昭
和
26年

法
律
第
267号

。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

⑴
旅
券
の
交
付
（
法
第
８
条
第
１
項
）
そ
の
他
の
法
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

○

スポーツ推進課

１
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法

（
平
成
23年
法
律
第
78

号
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務

⑴
地
方
ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画
の
策
定
（
法
第
10条
第
１

項
）

○
⑵
教
育
委
員
会
の
意
見
聴
取
（
法
第
10条
第
２
項
）

○
２
体
育
大
会
に
関
す
る

事
務

⑴
国
民
体
育
大
会
に
出
場
す
る
選
手
及
び
監
督
の
委
嘱

○

⑵
県
体
育
大
会
の
役
員
等
の
委
嘱

○

文化振興課

１
地
域
文
化
の
振
興
に

係
る
施
策
の
企
画
及
び

総
合
調
整
に
関
す
る
事

務

⑴
地
域
文
化
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
施
策
の
決
定

○

⑵
地
域
文
化
の
振
興
に

係
る
施
策
の
企
画
、
推

進
及
び
調
整

課
長
が
特
に
重
要
と
認
め
る

も
の

○

課
長
が
特
に
重
要
と
認
め
る

も
の
以
外
の
も
の

○

県史編さん室

１
県
史
の
編
さ
ん
に
関

す
る
総
合
調
整
に
関
す

る
事
務

⑴
県
史
の
編
さ
ん
に
関
す
る
基
本
的
施
策
の
決
定

○

⑵
県
史
の
編
さ
ん
に
関

す
る
企
画
及
び
総
合
調

整
に
関
す
る
こ
と
。

室
長
が
特
に
重
要
と
認
め
る

も
の

○

室
長
が
特
に
重
要
と
認
め
る

も
の
以
外
の
も
の

○

八
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

一
〇
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